
香芝市民図書館雑誌スポンサー制度実施要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、香芝市民図書館雑誌スポンサー制度（以下「雑誌ス

ポンサー制度」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとす

る。 

 （目的） 

第２条 雑誌スポンサー制度は、雑誌を広告媒体として民間事業者等に提

供し、その事業活動を促進するとともに、香芝市民図書館（以下「図書

館」という。）の新たな図書館資料を確保し、もって市民への図書館サ

ービスの向上を図ることを目的とする。 

（雑誌スポンサー制度の内容） 

第３条 雑誌スポンサー制度とは、図書館の雑誌に広告を掲出しようとす

る者（以下「スポンサー」という。）が、雑誌の購入費用を負担し、当該

雑誌を図書館に納入する対価として、当該雑誌の最新号カバー及び雑誌

架に広告を掲出し、また、スポンサー名を館内及び図書館ホームページ

に掲載することにより、図書館利用者の閲覧に供するものをいう。 

２ スポンサーが希望する場合、前項の広告以外に、配布用の広告を図書

館内に設置することができる。 

（スポンサーの対象） 

第４条 スポンサーの対象は、企業又は団体、個人事業者等とする。ただ

し、個人又は次の各号に掲げる者は対象外とする。 

(1) 香芝市広告掲載基準第３条に規定する業種又は事業者 

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号に規定する暴力団又は同法第２条第６号に規定す

る暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有する者 

（雑誌の選定） 

第５条 スポンサーは、図書館の雑誌リストの中から納入する雑誌（以下

「提供雑誌」という。）を選定するものとする。ただし、自身が発行する

雑誌を選定することはできない。 

２ 図書館の雑誌リストに希望する提供雑誌が見つからない場合は図書

館と協議するものとする。 

（広告の規格等） 

第６条 提供雑誌の最新号カバーの表面並びに裏面及び雑誌架に掲出す

る広告又は配布用の広告の規格は、次の各号に掲げるとおりとする。た

だし、香芝市教育委員会（以下「委員会」という。）が必要と認めたとき

は、この限りではない。 



(1) 提供雑誌の最新号カバーの表面には、スポンサー名を表示するもの

とし、縦１０センチメートル×横１５センチメートル以内で、雑誌面

の大きさを上回らず、かつ、雑誌名と重なることのない大きさとする。 

(2) 提供雑誌の最新号カバーの裏面の広告については、提供雑誌の裏表紙

サイズまでのものであって、片面印刷のものとする。 

(3) 提供雑誌を配架する雑誌架の広告については、当該雑誌を配架する雑

誌架の扉の大きさを上回らない範囲のものであって、片面印刷のもの

とする。 

 (4) 配布用の広告は、Ａ４判以下のサイズであって、片面又は両面印刷し

た１枚ものとする。 

２ 広告の作成費用は、スポンサーの負担とする。 

３ 提供雑誌の配架位置は、図書館が決定するものとする。 

 （広告の内容） 

第７条 広告の内容は、図書館の公共性、社会的信頼性等を損なうおそれ

がないものであって、かつ、香芝市広告掲載要綱第３条に該当しないも

のとする。 

（広告の掲出等期間） 

第８条 広告の掲出等の期間は、掲出等が決定した月の翌月以降の直近に

出版された号から当該年度の３月３１日までとする。ただし、スポンサ

ーから希望があれば、配布用の広告の設置期間は掲出等が決定した日か

ら設置できるものとする。 

２ 広告の掲出等の期間満了の２ヶ月前までに、委員会又はスポンサーい

ずれかの解約の意思表示がない場合は自動的に１年間更新するものと

し、その後も同様とする。 

（申込方法） 

第９条 スポンサーに申し込もうとする者（以下「申込者」という。）は、

香芝市民図書館雑誌スポンサー制度申込書（第１号様式。以下「申込書」

という。）に必要事項を記入の上、広告の図案及び申込者の概要が分か

る書類（以下「広告図案等」という。）を添えて、委員会に提出しなけれ

ばならない。 

２ 同一雑誌について、複数の者から申込みがあった場合、申込み時期の

早い者を優先する。 

（審査会） 

第１０条 委員会は、前条の規定により申込書及び広告図案等の提出があ

ったときは、その内容を審査するものとする。 

２ 前項の審査を行うため、香芝市民図書館雑誌スポンサー制度審査会



（以下「審査会」という。）を設置する。 

３ 審査会の会長（以下この条において「会長」という。）は教育部長の職

にある者をもって充てる。 

４ 審査会の委員は教育部次長、生涯学習課長、図書館長、その他会長が

必要と認める職にある者をもって充てる。 

５ 委員会の庶務は図書館において処理する。 

 （通知） 

第１１条 委員会は前条の審査結果を受けた時は、香芝市民図書館雑誌ス

ポンサー決定通知書（第２号様式）により申込者に通知するものとする。 

（支払方法） 

第１２条 提供雑誌は、委員会が指定する雑誌の納入業者から購入するも

のとし、その費用は、スポンサーが納入業者に直接支払うものとする。 

２ 提供雑誌の購入費用の支払いは、納入業者から請求があったときに行

うものとする。 

３ 振込手数料等の支払いに必要な一切の経費は、スポンサーの負担とす

る。 

４ 提供雑誌が休刊又は廃刊した場合は、委員会とスポンサーが協議の上、

別の雑誌に広告を掲出することができる。 

 （スポンサーの取消し） 

第１３条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、スポンサー

の決定を取消すことができる。 

 (1) 第４条ただし書に規定するいずれかに該当することが判明したとき 

 (2) 広告の内容が第７条の規定する基準に該当しないとき 

(3) その他委員会が適当でないと認めたとき  

２ 委員会は、前項の規定により、スポンサーの決定を取消した場合、ス

ポンサーに対してその賠償の責めを負わない。 

３ 第１項の規定によりスポンサーの決定を取消した場合は、既に納入さ

れている雑誌及びその費用の返還は行わない。 

（スポンサーの責務） 

第１４条 広告の内容に関する一切の責任は、スポンサーが負うものとし、

広告の掲載等に関して第三者に損害を与えた場合は、スポンサーの負担

において解決するものとする。 

 （提供雑誌の所有権） 

第１５条 提供雑誌の所有権は、香芝市に帰属し、図書館の所蔵とする。  

 （広告内容の変更及び修正） 

第１６条 広告掲示期間途中において、提示した広告の内容を変更しよう



とするときは、新たに掲示しようとする広告を委員会に届けなければな

らない。 

２ 委員会は、掲示する広告の内容が、公共性並びに図書館の品位保持及

び信頼性を損なうおそれがあると認められるときは、修正を指示するこ

とができる。 

 （その他） 

第１７条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定

める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、令和元年８月２日から施行し、令和元年８月１日から適

用する。 

 （香芝市民図書館雑誌スポンサー制度募集要領の廃止） 

２ 香芝市民図書館雑誌スポンサー制度募集要領は、廃止する。 

 （経過措置） 

３ この要領の施行の際現にスポンサーとなっている者は、この要領に基

づくスポンサーとして決定した者とみなす。 

 


